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弁護士法人 三宅法律事務所 弁護士 公認不正検査士（CFE）パートナー 渡邉雅之 氏 

 

 

１．契約書作成に関する基礎知識 

（１）「契約」とはなにか？ 

（２）契約の成立要件・成立時期（英文契約との違い） 

（３）契約書の機能・効力 

（４）約款を用いた契約の留意点（民法改正における定型約款） 

（５）非典型契約の契約締結について 

（６）基本契約書・個別契約書・覚書について 

（７）英文契約書を締結する場合の留意点 

（８）契約書の製本・袋とじ 

（９）契約書への押印・割印 

（１０）契約書の加除訂正方法 

（１１）契約書と印紙税 

２．契約に関する法律 

（１）契約締結自由の原則 

（２）消費者契約法：不当条項規制 

（３）独占禁止法 

（４）下請法 

３．契約書の条項の作成・交渉上の留意点 
（１）前文 

（２）定義規定 

（３）前提条件 

（４）表明保証条項・瑕疵担保条項（違いと民法改正にも留意） 

（５）誓約条項 

（６）違約金条項・損失補償条項 

（７）解除条項 

（８）秘密保持条項 

（９）管轄・仲裁・準拠法条項 

（１０）誠実協議条項と完全合意条項 

４．民法改正の重要論点および契約条項の見直し 
（１）定型約款（約款） 

（２）損失補償条項：債務不履行による損害賠償・解除 

（３）売買・請負：瑕疵担保条項・危険負担 

（４）消費貸借契約 

（５）賃貸借契約 

（６）債権譲渡 

（７）保証 

（８）相殺 

（９）法定利率 

（１０）債権時効                      ※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 

『民法改正』を踏まえた上で、契約書の条項を見直すポイントを平易に解説 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

 

当セミナーは、契約書作成にあたって理解すべき基礎知識について解説すると共に、契約書の作成・交渉において理解

しておくべき条項について解説いたします。また、本通常国会において成立する可能性が高い民法の改正について、改正

の内容について解説しながら、実践的な契約書の条項の見直しについて解説いたします。 

1995年東京大学法学部卒業、1997年司法試験合格、2000年総理府退職、2001年司法修

習修了（54期）、弁護士登録（第二東京弁護士会）、2007年 Columbia Law School (LL.M.)

修了、2009 年三宅法律事務所入所。新法の改正や初心者にも理解しやすい解説を得意と

している。 

 

 

 

 

 

171374-0303 ビジネス契約書作成・交渉入門セミナー 

開催にあたって 

 

税込・資料代含 

  

 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

 

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mailにてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。後日（開催日１週間
～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 
※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HPにてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2麹町 M-SQUARE 2Ｆ 
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